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【手続補正書】
【提出日】平成21年11月2日(2009.11.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器とネットワーク記録デバイスとを用いた番組録画の方法であって、
　録画の実行が該ユーザ機器のリソースを超えるか否かを決定することと、
　該録画の実行が該ユーザ機器の該リソースを超えるという決定を受けて、該ネットワー
ク記録デバイスを用いて該録画を実行することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記リソースが録画実行のために、複数のチューナとスペースとを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記ユーザ機器が前記録画を実行するために十分なリソースを有しているか否かを決定
することと、
　該ユーザ機器が該録画の実行のために十分なリソースを有しているという決定を受けて
、前記ネットワーク記録デバイスを用いた該録画の実行をキャンセルし、該ユーザ機器を
用いて該録画を実行することと、
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　録画の実行が前記ユーザ機器の前記リソースを超えるか否かを決定することは、複数の
録画の実行が該ユーザ機器の該リソースを超えるか否かを決定することを含み、前記方法
は、
　該複数の録画の実行が該ユーザ機器の該リソースを超えるという決定を受けて、該複数
の録画のうちの少なくとも１つからなる第１の録画グループと該複数の録画のうちの少な
くとも１つからなる第２の録画グループとを選択することと、
　該選択された第１の録画グループを該ユーザ機器を用いて実行し、該選択された第２の
録画グループを前記ネットワーク記録デバイスを用いて実行することと、
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　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ネットワーク記録デバイスを用いて録画された番組を再生するためのユーザ要求を
受信することと、
　該ネットワーク記録デバイスからＶＯＤ提供物として前記ユーザ機器において該要求さ
れた番組を受信することと、
　該ユーザ機器において該番組を再生することと、
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　番組を録画するシステムであって、該システムは、ユーザ機器と、ネットワーク記録デ
バイスと、制御回路とを備え、該制御回路が、
　録画の実行が該ユーザ機器のリソースを超えるか否かを決定することと、
　該録画の実行が該ユーザ機器の該リソースを超えるという決定を受けて、該ネットワー
ク記録デバイスに該録画の実行を指示することと
　を行うように構成されている、システム。
【請求項７】
　前記リソースが、録画の実行のために、複数のチューナとスペースとを含む、請求項６
に記載のシステム。
【請求項８】
　前記制御回路が、
　前記ユーザ機器が前記録画を実行するために十分なリソースを有しているか否かを決定
することと、
　該ユーザ機器が該録画を実行するために十分なリソースを有しているという決定を受け
て、前記ネットワーク記録デバイスに該録画の実行をキャンセルするように指示し、かつ
該ユーザ機器に該録画を実行するように指示することと
　を行うようにさらに構成されている、請求項６に記載のシステム。
【請求項９】
　前記制御回路が、
　複数の録画の実行が前記ユーザ機器の前記リソースを超えるか否かを決定することと、
　複数の録画の実行が該ユーザ機器の該リソースを超えるという決定を受けて、該複数の
録画のうちの少なくとも１つからなる第１の録画グループと該複数の録画のうちの少なく
とも１つからなる第２の録画グループとを選択することと、
　該ユーザ機器に該選択された第１の録画グループを実行するように指示し、かつ前記ネ
ットワーク記録デバイスに該選択された第２の録画グループを実行するように指示するこ
とと
　を行うようにさらに構成されている、請求項６に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記システムは、ディスプレイ・アダプタをさらに備え、前記制御回路が、
　前記ネットワーク記録デバイスによって録画された番組の再生のためのユーザ要求を受
信することと、
　該要求された番組をＶＯＤ提供物として該ネットワーク記録デバイスから前記ユーザ機
器において受信することと、
　該ユーザ機器において該番組を出力するように該ディスプレイ・アダプタに指示するこ
とと
　を行うようにさらに構成されている、請求項６に記載のシステム。
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